
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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配電盤キャビネットに用いられるフレームであって、当該フレームが、ボトムフレーム
を有しており、該ボトムフレームが、設置面に向かって開口を取り囲んでおり、該開口が
、互いに連結可能な部分ボトムプレートによって閉鎖されており、該部分ボトムプレート
が、ボトムフレームに結合されていて、突合せ箇所に、ケーブルを導入するためのシール
可能なギャップを形成している形式のものにおいて、

ボトムフレーム（１０）が、上向きに開放した定尺切断された４つのＵ形材区分（１１
）と、正方形の４つの角隅片（２０）とから形成されており、

Ｕ形材区分（１１）が、直角に上方に折り曲げられた外縁部（１２）と、該外縁部（１
２）に向けられた、上方に折り曲げられたＬ形の内縁部（１３，１４）とを有しており、

角隅片（２０）が、結合したいＵ形材区分（１１）に固定フランジ（２４，２５）で上
方から被さっていて、Ｕ形材区分（１１）に結合されており、

角隅片（２０）が、上方に折り曲げられた内側山形片（２３）を有しており、該内側山
形片（２３）が、ボトムフレーム（１０）の角隅領域で直角に互いに結合したいＵ形材区
分（１１）の内縁部（１３，１４）の内面に接触していて、Ｕ形材区分（１１）に結合さ
れており、

角隅片（２０）が、外側角隅に外側山形片（２２）を有しており、該外側山形片（２２
）が、角隅領域で直角に互いに結合したいＵ形材区分（１１）の外縁部（１２）を全周に
わたって閉鎖している



【請求項２】
　角隅片（２０）の固定フランジ（２４，２５）が上方にずらされており、かつ相互に突
き合わさるＵ形材区分（１１）のベース片の領域に被さって、該Ｕ形材区分と溶接されて
いる、請求項１記載のフレーム。
【請求項３】
　角隅片（２０）がその正方形ベースプレート（２１）内に複数の取付け穴（２１ａ）を
有している、請求項１又は２記載のフレーム。
【請求項４】
　角隅片（２０）が、当該フレームの、垂直方向に延びるフレーム構成部材を装着するた
めの上向きの結合フランジ（２６，２７）を有している、請求項１から３までのいずれか
１項記載のフレーム。
【請求項５】
　Ｌ形の内縁部（１３，１４）の終端区分（１４）が、部分 （４０）の支
持縁部（４１）のための支承座を形成しており、前記部分 （４０）が、緊
締ねじ（４４）を有するＵ形クランプ（４３）によってＵ形材区分（１１）のＬ形の内縁
部（１３，１４）に固定されている、請求項１から４までのいずれか１項記載のフレーム
。
【請求項６】
　ボトムフレーム（１０）の、互いに向かい合って位置する平行なＵ形材区分（１１）の
内縁部（１３，１４）に、分割レール区分（５０）のための互いに整合された受容部（５
１）が設けられており、前記分割レール区分上に部分 （４０′）が支持さ
れて固定されている、請求項１から５までのいずれか１項記載のフレーム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、配電盤キャビネットに用いられるフレームであって、当該フレームが、ボト
ムフレームを有しており、該ボトムフレームが、設置面に向かって開口を取り囲んでおり
、該開口が、互いに連結可能な部分ボトムプレートによって閉鎖されており、該部分ボト
ムプレートが、ボトムフレームに結合されていて、突合せ箇所に、ケーブルを導入するた
めのシール可能なギャップを形成している形式のものに関する。
【０００２】
　配電盤キャビネット用のフレームは、ドイツ連邦共和国特許第３３４４５９８号明細書
に開示されているように、原則として１２本の等しいフレーム片から成っている。その場
合、内部空間における組付け・組外し可能性並びに壁エレメント及びキャビネットドアの
封隙に関連してフレーム片に課される要求度が益々高くなっており、この要求度は必然的
に高価なフレーム形材を必要とする。この公知のフレームの場合、ボトムフレーム領域で
は原則的にケーブル導入部を有する部分ボトムプレートだけが配電盤キャビネットの下部
開口を閉鎖すればよいにも拘わらず、このボトムフレームも４本の高価なフレーム片から
構成されている。その場合、しばしば付加的な支持形材がボトムフレームと結合されてお
り、該ボトムフレーム上に部分ボトムプレートが載置されて、これに固定されている。こ
の高価なボトムフレームは、比較的大きなスペース量を必要とし、このスペース量の大半
は、配電盤キャビネットの設置空間として失われる。そればかりでなく公知のボトムフレ
ームは支持形材を用いているために、フレーム、ひいては配電盤キャビネットを割高にし
ている。
【０００３】
　本発明の課題は、明細書冒頭で述べた形式のフレームを改良して、該フレームのボトム
フレームを格安に製作でき、配電盤キャビネットの設置空間をより少なくしかつボトムプ
レートもしくは部分ボトムプレートの固定のために簡単に使用できるようにすることであ
る。
【０００４】
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ことを特徴とする、配電盤キャビネットに用いられるフレーム。

ボトムプレート
ボトムプレート

ボトムプレート



　この課題は、本発明によれば、ボトムフレームが、上向きに開放した定尺切断された４
つのＵ形材区分と、正方形の４つの角隅片とから形成されており、Ｕ形材区分が、直角に
上方に折り曲げられた外縁部と、該外縁部に向けられた、上方に折り曲げられたＬ形の内
縁部とを有しており、角隅片が、結合したいＵ形材区分に固定フランジで上方から被さっ
ていて、Ｕ形材区分に結合されており、角隅片が、上方に折り曲げられた内側山形片を有
しており、該内側山形片が、ボトムフレームの角隅領域で直角に互いに結合したいＵ形材
区分の内縁部の内面に接触していて、Ｕ形材区分に結合されており、角隅片が、外側角隅
に外側山形片を有しており、該外側山形片が、角隅領域で直角に互いに結合したいＵ形材
区分の外縁部を全周にわたって閉鎖していることによって解決される。
【０００５】
　Ｕ形材区分は、極めて単純でありかつ僅かな構造丈しか有していない。角隅片は、単純
な打抜き－屈曲成形部品であり、ボトムフレームを補完して１つの閉鎖したユニットを形
成する。Ｌ形の内縁部によって、ボトムプレートもしくは部分ボトムプレートを簡単に支
承かつ固定することができる。
【０００６】
　Ｕ形材区分と角隅片とを結合するために本発明の実施形態では、角隅片の固定フランジ
が上方にずらされており、かつ相互に突き合わさるＵ形材区分のベース片の領域に被さっ
て、該Ｕ形材区分と溶接されている。
【０００７】
　別の実施形態では、角隅片はその正方形ベースプレート内に複数の取付け穴を有してい
る。この場合には、ボトムフレームは、配電盤キャビネットのベースと簡単にねじ締結す
ることができる。
【０００８】
　ボトムフレームと、フレームの、垂直方向に延びるフレーム構成部材とを結合するため
に本発明の実施形態では、角隅片が、当該フレームの、垂直方向に延びるフレーム構成部
材を装着するための上向きの結合フランジを有している。
【０００９】
　Ｌ形の内縁部の終端区分が、部分ボトムプレートの支持縁部のための支承座を形成して
おり、前記部分ボトムプレートが、緊締ねじを有するＵ形クランプによってＵ形材区分の
Ｌ形の内縁部に固定されることによって、部分ボトムプレートを簡単に固定することがで
きる。
【００１０】
　ボトムフレームの、互いに向かい合って位置する平行なＵ形材区分の内縁部に、分割レ
ール区分のための互いに整合された受容部が設けられており、前記分割レール区分上に部
分ボトムプレートが支持されて固定されているように構成することによって、フレームの
ボトム開口を分割することができる。
【００１１】
　以下に、本発明の実施例を図面につき詳しく説明する。
【００１２】
　図１に示したように、本発明による正方形のボトムフレーム１０は、４本の等長のＵ形
材区分１１と４個の正方形の角隅片２０とから構成される。図１では前記Ｕ形材区分１１
は、１つの上向き外縁部１２と１つのＬ形内縁部１３，１４を有しており、しかも該Ｌ形
内縁部の終端区分１４は前記上向き外縁部１２の方に向いていて、かつ部分ボトムプレー
ト４０の支持縁部４１のための支承座を形成している。
【００１３】
　角隅片２０は、複数の取付け穴２１ａを有する１つの正方形ベースプレート２１を有し
ている。上向きの角隅山形片２２，２３はベースプレート２１と一体的に屈曲成形されて
いる。この場合、内位の角隅山形片２３は、相互に突き合わさるＵ形材区分１１の始端区
分１３の内面に接触するのに対して、外位の角隅山形片２２は、ボトムフレーム１０の対
応角隅領域で外縁部１２を補完する。ベースプレート２１には固定フランジ２４，２５が
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装着されており、該固定フランジはベースプレート２１に対して、Ｕ形材区分１１のベー
ス片の肉厚分だけ上方にずらされているので、固定フランジ２４，２５はＵ形材区分の上
に被さって、該Ｕ形材区分と接合することができる。その場合、固定フランジ２４，２５
はＵ形材区分１１に溶着、例えば点溶着されると有利である。
【００１４】
　部分ボトムプレート４０が、支持縁部４１に対して直角に位置する側辺部で屈曲縁部４
２によって補強されている場合には、該屈曲縁部４２は支持縁部４１の領域で切欠かれて
いる。ボトムフレーム１０は上向きに開き、かつ角隅片２０の取付け穴２１ａを介してベ
ースとねじ締結することができる。
【００１５】
　図１から判るように、取付け穴２８，２９を有する上向きの結合フランジ２６，２７を
角隅片２０に設け、該結合フランジにフレームの、垂直方向に延びるフレーム構成部材を
ねじ締結することも可能である。その場合、フレームとボトムフレーム１０とは１つのユ
ニットを形成する。
【００１６】
　部分ボトムプレート４０は支持縁部４１と共に、ボトムフレーム１０の内縁部の終端区
分１４上に載置する。Ｕ形クランプ４３は、終端区分１４及び支持縁部４１を受容し、か
つ緊締ねじ４４によって前記の両者はクランプ４３内で緊締される。
【００１７】
　図２の実施例で示したように、ボトムフレーム１０は長方形に形成することもでき、そ
の場合には、長手方向で分割されている。このためにＬ形内縁部１３，１４には、互いに
向き合った側で受容部５１が切欠かれており、該受容部内には分割レール区分５０が同一
平面で挿入されており、該分割レール区分はやはり、部分ボトムプレート４０′の支承座
を形成している。前記部分ボトムプレート４０′は支持縁部４１と共に、Ｌ形内縁部の終
端区分１４と分割レール区分５０とに載置し、かつＵ形クランプ４３によって固定される
。
【００１８】
　部分ボトムプレート４０′はシール縁部４５によって相互に向き合っており、該シール
縁部は、プラスチックフォーム・ブロックとして形成されたシールストリップ４６を支持
しており、かつケーブル導入部として構成されている。シールストリップ４６は、保護テ
ープ４７を剥離した後、露出した接着層によって部分ボトムプレート４０′のシール縁部
４５と接合することができる。
【００１９】
　ボトムフレーム１０の分割は、複数の分割レール区分５０によって更に細分化すること
もできる。これによって更に複数のケーブル導入部を形成することが可能になる。
【００２０】
　ボトムフレーム１０の外縁部と内縁部とは上向きでありかつ小さな構造丈を有している
ので、ボトムフレームが占有する高さ部分は、規定のキャビネット高さのうち、無視でき
るほど僅かでしかない。ボトムフレーム１０は、定尺切断されたＵ形材区分１１以外に角
隅片２０としての単純な打抜き－曲げ成形部品しか必要としないので、構造が単純であり
、かつ低廉に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　部分ボトムプレートを用いて閉鎖可能な正方形のボトムフレームの斜視図であ
る。
【図２】　部分ボトムプレートを用いて閉鎖可能な２つのボトムフレーム領域に、１本の
分割レールを用いて分割されており、しかも一方のボトムフレーム領域内にケーブル導入
部を設けた形式の長方形のボトムフレームの斜視図である。
【符号の説明】
　１０　ボトムフレーム、　１１　Ｕ形材区分、　１２　外縁部、　１３　Ｌ形の内縁部
または始端区分、　１４　Ｌ形の内縁部または終端区分、　２０　角隅片、　２１　ベー
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スプレート、　２１ａ，２８，２９　取付け穴、　２２，２３　角隅山形片、　２４，２
５　固定フランジ、　２６，２７　結合フランジ、　４０　部分ボトムプレート、　４０
´　部分ボトムプレート、　４１　支持縁部、　４２　屈曲縁部、　４３　Ｕ形クランプ
、　４４　緊締ねじ、　４５　シール縁部、　４６　シールストリップ、　４７　保護テ
ープ、　５０　分割レール区分、　５１　受容部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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